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１　業務委託名
熊本地震10年普及・啓発業務委託

２　業務目的
令和８年（２０２６年）４月に熊本地震の発災から１０年という大きな節目を迎えるにあたり、改めて全国に向けてこれまでの支援に対する感謝を伝える広告を掲出する。
また、本市内においても、「復興への協力に対する感謝」のメッセージを掲出し、熊本地震から１０年が経過することを周知するとともに、「４月１６日熊本地震の日」の周知や災害の備えなどに関する広告を掲出し、災害への備えについて啓発を行う。

３　履行期間
契約締結日から令和８年（２０２６年）５月３１日(日)まで

４　履行場所
本市の指定する場所

５　業務内容
　（１）広告デザインの制作
　ア　「２　業務目的」（以下、目的という。）達成のために適した広告の内容、デザインを提案・制作すること。なお、デザインについては委託者と協議のうえ最終決定するもの。
　イ　デザインについては、原則、全国向けと市民向けそれぞれ製作すること。
ただし、委託者と協議のうえ、目的が達成可能と判断された場合は、同一のデザインを用いることも可とする。
　ウ　デザイン制作に必要な素材は受託者が用意すること。
　エ　デザインには熊本地震１０年関連事業の全体コンセプト「支えられた日々を、支え合う力に。」をキャッチコピーとして使用すること。
　オ　本業務において制作されたデザインに関する著作権、その他一切の権利は、本市に帰属するものとする。なお、本市は、当該デザインを熊本地震10年の普及啓発を目的とした他の業務においても、無償かつ制限なく使用できるものとする。
（2）ＷＥＢ広告及び交通広告等の内容についての提案
ア　以下の（ア）～（ウ）については必ず実施するものとし、目的を達成するために有効な「具体的な媒体」及び「広告の期間」を提案すること。また、WEB広告及びSNS広告については期間中に掲出される回数や閲覧数の見込等、交通広告については、広告を閲覧することが期待できる人数等、広告の効果がイメージできるような内容を提案すること。
（ア）全国向けWEB広告またはSNS広告（例：大手検索サイトや各種ＳＮＳへの広告）
（イ）全国向け交通広告（例：全国主要駅・空港等への広告）
（ウ）市民向け交通広告（例：市（県）内駅・空港等への広告）
　　　 ※ いずれも複数の媒体を組み合わせることは可とする。
     ※　提案内容が有効であると判断した理由についても説明すること。
イ　その他有効な広告等についての独自提案
　　　　　上記アで提案した以外の媒体において、目的を達成するために有効な広告を提案すること。提案にあたっては、「具体的な媒体」及び「広告の期間」、「広告の効果」を説明すること。
　　　ウ　予算配分について
　　　　　上記ア・イで提案した広告への予算配分を示すこと。
　 （３）広告の掲出
　　  ア　（１）（２）により提案した広告を掲出すること。
なお、実際に掲出する広告の内容については、予算の範囲内で委託者と協議のうえ決定する。
　　  イ　広告掲出にかかる一切の事務及び費用負担（調整や広告掲出先への支払等）は受託者
が担うこと。
　　（４）その他
そのほか、目的を達成するために効果的な取組を提案すること。経費が伴わない取組も可とする。なお、提案の際には独自提案事項の事業展開を具体的に示すこと。
　　　　
６　成果物
　業務完了後、以下の成果物について委託者に提出すること。
（１）作成した広告等の電子データ
(2)業務実績報告書 紙媒体（２部）及び電子データ
・業務実績報告書には、例えばインターネット・SNS広告のリーチ数やインプレッション数、クリック数（率）、シェア、いいね数などの数値による広告効果と、閲覧者の属性（性別、年齢、地域等）がわかる場合はその分析を記載するなど、広報の実績が具体的な数字でわかるようにまとめること。

７　著作権及び秘密保持に係る留意事項
（１）　受託者は、本業務の履行に伴い新たに撮影又は作成した素材（写真や図・表等）及び成果
物に関する全ての著作権（著作権法第２７条および第２８条に規定する権利を含む。）を
当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約
の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著
作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された成果物の著作権は、当該成果物の
引渡時に、受託者が当該著作権の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と
受託者が均等に共有するものとする。
（２）　委託者、受託者双方は、成果物についての著作者人格権が自己に帰属するとみなされた
場合であっても、相手方、相手方の継承人又は、これらのものから許諾又は譲渡を受け
た第三者に対し、一切の著作者人格権（著作権法第１８条から第２０条までに規定する権
利をいう。）を行使しないものとする。
（３）　成果品及び本業務の履行に伴い、受託者または第三者が権利を有している素材（写真や
図・表等）を用いる場合は、成果物の二次利用等が可能となるよう、当該著作物の使用
に関する費用の負担を含む著作権処理等を行うこと。
（４）　受託者は、本業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合
には、当該紛争等の原因が専ら本市の責に帰する場合を除き、自らの責任と負担におい
て一切の処理を行うものとする。
（５）　受託者は、委託者が承認した場合を除き、業務上知り得た情報を第三者に漏らし、又は
他の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同
様とする。

８　その他
（１） 本業務の実施にあたり、各種法令の遵守や個人情報の保護に十分留意すること。
（２） 事業実施にあたり何らかのトラブルが発生した場合は、速やかに熊本市に報告するとと
もに、受託者の責任において適切な対応を行うこと。
（３）　受託者は、仕様書に記載した業務が円滑かつ確実に推進できる体制を構築するととも
に、速やかに委託者と協議を行い、業務実施にかかる計画書（実施内容及びスケジュー
ル）を提出すること。
（4）　広告配信に必要な広告素材の制作（写真などの画像素材の収集も含む。）及び入稿作業等の配信に必要な経費は全て本業務の委託料に含むものとする。
（5）　広告出稿にあたって順守すべき各種規定等を事前に調査し、それを踏まえること。また
必要な各種申請手続き等一切の業務を受託者が行うこと。
（6）　受託者は、本業務の履行にあたって、契約書及び仕様書に明記のない事項が生じた場合
や、疑義が生じた場合は、速やかに本市と協議を行うとともに、委託金額の範囲内において実施内容の変更等を指示した場合は、それに従うこと。
（７）　受託者は、本業務の履行にあたって、契約書及び仕様書に明記のない事項が生じた場合や、疑義が生じた場合は、速やかに本市と協議を行うとともに、委託金額の範囲内において実施内容の変更等を指示した場合は、それに従うこと。
（８） 災害等やむを得ない理由により、委託業務の内容・実施時期を変更することがある。
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